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令和２年６月 19 日 

 
 関係団体 各位 

 
 

経済産業省産業保安グループ電力安全課長 
 
 
 

「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」について 
 
 

平素より電気保安行政の推進にご協力いただき御礼申し上げます。 
令和元年東日本台風（第 19 号）による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分

に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライ

フラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。 
こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、経済産業省と国土交通省の連携のもと、学識経験者、

関連業界団体等からなる「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」を昨年 11
月に設置し、洪水等の発生時に機能継続が必要と考えられるマンション、オフィスビル、病院等の

新築・既存の建築物を対象とした「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を下記のと

おりとりまとめましたので、今後の業務の参考としてご活用いただくとともに、貴団体の会員等に

対して、周知いただくようよろしくお願いいたします。 
 
 

建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインについて 
（以下の URL からダウンロード願います。） 

 https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200619003/20200619003.html 
    
※検討会の開催経緯等については下記の省 HP に掲載しております。 
 https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/denkisetsubi_shinsui/index.html 

 
 

（担当） 
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課 
電力・保安担当 矢吹、野地 

 電話：03-3501-1742 
 FAX：03-3580-8486 

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200619003/20200619003.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/denkisetsubi_shinsui/index.html


 

2020 年 6 月 19 日 

 

「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」をとりまとめました 

～洪水等の発生時における機能継続に向けた対策を提示～ 

１.概要 

令和元年東日本台風（第 19 号）による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンショ

ンの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベ

ーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。 

こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、国土交通省と経済産業省の連携のも

と、学識経験者、関連業界団体等からなる「建築物における電気設備の浸水対策のあ

り方に関する検討会」を昨年 11 月に設置し、「建築物における電気設備の浸水対策

ガイドライン」としてとりまとめました。 

本ガイドラインについては、新築・既存の建築物において、洪水等の発生時におけ

る機能継続に向けて浸水対策を講じる際の参考となるよう地方公共団体及び関連業

界団体等へ本日付で通知してまいります。 
 
 

２.「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」の主な構成 
 

ガイドライン本文 

・洪水等の発生時に機能継続が必要となる新築・既存の建築

物における電気設備の浸水対策のあり方や取組の特徴・留

意点等を記載。 

参考資料集 
・建築物における電気設備の浸水対策の具体事例、解説等を

図や写真等を用いて紹介。 

 検討会の開催状況については下記の経済産業省 HPに掲載しております。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/denkisetsubi_shinsui/index.html 
 
関連資料 
建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（PDF） 

概要資料（PDF） 

 

 

国土交通省 同時発表 

（本発表資料のお問合せ先） 

  経済産業省 産業保安グループ電力安全課長 田上  

 担当者：白井、矢吹 

    電話：03-3501-1511(内線 4921) 

03-3501-1742（直通） 

03-3580-8486（FAX） 

国土交通省と経済産業省は、洪水等の発生時に機能継続が必要と考えられるマンション、オフ

ィスビル、病院等の建築物における電気設備の浸水対策のあり方や具体事例について記載した

ガイドラインをとりまとめました。 

 今後、新築・既存の建築物において、洪水等の発生時における機能継続に向けて浸水対策を

講じる際の参考となるよう地方公共団体及び関連業界団体等に対して周知してまいります。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/denkisetsubi_shinsui/index.html


開催時期

・令和元年11月～令和２年６月に計４回開催

（うち、第４回を書面審議により開催）

（パブリックコメントを4月下旬～5月上旬にかけて実施）

検討会の構成

（有識者）

◎中埜 良昭（東京大学生産技術研究所教授）

清家 剛 （東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）

森山 修治（日本大学工学部教授）

戸田 圭一（京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授）

重川希志依（常葉大学大学院環境防災研究科教授）

（関係団体の代表）

建設業関係、建築物所有者・管理者関係、電気設備関係、

行政関係 等

（研究機関関係）

国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人建築研究所、

独立行政法人製品評価技術基盤機構

（◎：座長 ※敬称略）

〇令和元年東日本台風（第19号）による大雨に伴う内水氾濫により、首都圏の高層マンションの地下部分に設置されていた高圧
受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生。

〇こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、国土交通省と経済産業省の連携のもと、学識経験者、関連業界団体等からなる
「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」を設置し、浸水対策のあり方を検討。

〇パブリックコメントの結果を踏まえ、 「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を本年６月にとりまとめ、両省よ
り関連業界団体等に対して積極的に周知を実施。

建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインについて(1)

概要

ガイドラインの概要（１）検討会について

1.適用範囲

・高圧受変電設備等の設置が必要な建築物

・新築時、既存建築物の改修時等

2.目標水準の設定

・建築主や所有者・管理者は、専門技術者のサポートを受け、
目標水準を設定。

・以下の事項を調査し、機能継続の必要性を勘案し、想定さ
れる浸水深や浸水継続時間等を踏まえ、設定浸水規模を設
定。（例：○○cmの浸水深）

✓国、地方公共団体が指定・公表する浸水想定区域

✓市町村のハザードマップ（平均して千年に一度の

割合で発生する洪水を想定）

✓地形図等の地形情報（敷地の詳細な浸水リスク等

の把握）

✓過去最大降雨、浸水実績等（比較的高い頻度で発

生する洪水等）

・設定した浸水規模に対し、機能継続に必要な浸水対策の目
標水準を設定（建築物内における浸水を防止する部分
（例：居住エリア）の選定等）。




